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第１章 計画の趣旨  

１ 計画策定の背景 

  近年、人口減少、少子・高齢化の進行、既存建物の老朽化、社会的なニー

ズの変化や産業構造の変化により、使用されていない空家等が増加していま

す。これらの空家等の中には、適正な管理が行われず、倒壊のおそれや公衆

衛生の悪化、景観の阻害などの問題を抱えるものがあり、空家等の増加に伴

い、今後より一層問題が深刻化することが懸念されます。 

こうした中、国において平成２７年５月に「空家等対策の推進に関する

特別措置法」（平成２６年度法律第１２７号。以下「法」という。）が全面

的に施行され、空家等対策の基本的な指針が示されました。 

これに伴い、当市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、平

成２９年４月１日に「日光市空家等の適正管理に関する条例」（平成２６年

日光市条例第１号。以下「条例」という。）の一部改正を行うとともに、平

成３０年３月に「日光市空家等対策計画」を策定し、空家等の問題解決に

向け取り組んでまいりました。 

この度、計画の期間満了に伴い、これまでの取り組みや空家等の対策に

係る社会情勢の変化を踏まえ、空き家対策の基本方針を示し、所有者等や

市民、民間事業者等と連携をして公共の福祉の充実を図り、より快適に暮

らせるまちづくりを進めるため「第２次日光市空家等対策計画」を策定し

ます。 

 

＊「空き家」表記について 

本計画では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に合わせて 

「空家等」と表記します。ただし、既成されている「空き家バンク」 

等の固有名詞については、そのまま「空き家」と表記します。 
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２ 計画の位置付け 

(1) 法令等の位置付け 

日光市空家等対策計画は、法第６条及び条例第４条の規定に基づく計画で

あり、国が定める基本指針に則して、当市の基本的な考え方や対策の方向性

を示すために策定するものです。  

 

(2) 関連計画との整合性 

本計画は最上位計画である「第２次日光市総合計画」の分野別計画であ

り、日光市都市計画マスタープラン等の関連計画との整合性を図りながら、

空家等対策に取り組むものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空家等対策の推進に関する特別措置法 

・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

 

国・県 

 

市 

第２次日光市空家等対策計画 

第２次日光市総合計画 日光市空家等の適正管理に関する条例 

－関連計画－ 

・日光市都市計画マスタープラン 

・日光市立地適正化計画 

・日光市景観計画 等 

・栃木県住宅マスタープラン 
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３ 計画の対象地区および対象とする空家等 

本計画の対象地区は市内全域とし、また対象とする空家等は、法第２条第１

項の「空家等」、同条第２項の「特定空家等」とします。（建築基準法第２条第

２号の特殊建築物も含む。）  

なお、対策を進めていく中で重点的に対策を推進すべき地区の設定が必要と

判断した場合は、適宜、重点対象地区を設けるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※空家等対策の推進に関する特別措置法より抜粋 

【空家等】（法第２条第１項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない 

ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。） 

をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。   

  

【特定空家等】（法第２条第２項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著し 

 く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより 

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す 

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

 

 

【 対象地区は市内全域 】 

【 対象は空家法で定義する「空家等」「特定空家等」 】 
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４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。ただ

し、社会情勢の変化や、国、県の動向などを踏まえ、必要に応じて適宜見直し

を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 計画期間は令和５年度～令和９年度 】 
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第２章 当市の現状と空家等の状況 

１ 人口と世帯の動向 

当市の人口は、国勢調査によると昭和３０年の１１２，９４０人をピークと

し、昭和５５年に９７，５１５人、平成７年に９９，９８８人と増加した年も

あったものの、昭和６０年以降は減少が続き、令和２年では７７，６６１人と

なっています。また、世帯数については、核家族化の影響から、平成２２年ま

では増加傾向にありましたが、その後減少し令和２年は３２，３０８世帯とな

っています。一方、世帯人員については、人口減少の影響を受け令和２年では

２．４人/世帯まで減少している状況です。 

 

人口・世帯数，世帯人員の推移（各年 10 月 1 日現在）

 

 

年別 T14 年 S5 年 S10 年 S15 年 S22 年 S25 年 S30 年 S35 年 S40 年 S45 年 

人口 80,882 85,429 92,269 95,636 106,294  107,674  112,940  110,468  106,916  99,415 

世帯 16,702 17,179 18,237 18,840 21,672 21,715 22,262 23,696 25,097 25,513 

年別 S50 年 S55 年 S60 年 H2 年 H7 年 H12 年 H17 年 H22 年 H27 年 R2 年 

人口 96,404 97,515 96,634 96,859 99,988 98,143 94,291 90,066 83,386 77,661 

世帯 25,975 28,956 28,999 30,186 33,177 33,684 33,790 33,926 32,658 32,308 

    出典：国勢調査(R2) 
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２ 地域別人口および世帯の推移 

国勢調査における令和 2 年までの地域別人口の推移を見ると、今市地域が

総人口の約 7 割を占めており、全体では減少傾向にあります。 

地域別人口・世帯数の推移 

年次  人口・世帯  今市地域  日光地域  藤原地域  足尾地域  栗山地域  全域  

大正 1 4 年

( 1 9 2 5 )  

人口  2 9 , 4 8 2  1 9 , 7 5 6  5 , 1 2 1  2 2 , 5 4 7  3 , 9 7 6  8 0 , 8 8 2  

増減率（％）  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

世帯  5 , 9 4 0  4 , 0 6 6  1 , 0 9 1  5 , 1 3 3  4 7 2  1 6 , 7 0 2  

増減率（％）  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

昭和 5 年 ( 1 9 3 0 )  

人口  3 1 , 1 9 0  2 1 , 5 3 7  6 , 2 7 6  2 3 , 8 0 3  2 , 6 2 3  8 5 , 4 2 9  

増減率（％）  5 . 7 9  9 . 0 1  2 2 . 5 5  5 . 5 7  ▲  3 4 . 0 3  5 . 6 2  

世帯  6 , 1 1 8  4 , 2 2 8  1 , 2 2 5  5 , 1 4 9  4 5 9  1 7 , 1 7 9  

増減率（％）  3 . 0 0  3 . 9 8  1 2 . 2 8  0 . 3 1  ▲  2 . 7 5  2 . 8 6  

昭和 1 0 年

( 1 9 3 5 )  

人口  3 2 , 4 1 2  2 3 , 4 7 1  7 , 9 5 4  2 5 , 4 8 4  2 , 9 4 8  9 2 , 2 6 9  

増減率（％）  3 . 9 2  8 . 9 8  2 6 . 7 4  7 . 0 6  1 2 . 3 9  8 . 0 1  

世帯  6 , 3 7 6  4 , 4 8 8  1 , 4 5 7  5 , 3 9 6  5 2 0  1 8 , 2 3 7  

増減率（％）  4 . 2 2  6 . 1 5  1 8 . 9 4  4 . 8 0  1 3 . 2 9  6 . 1 6  

昭和 1 5 年

( 1 9 4 0 )  

人口  3 3 , 0 6 4  2 7 , 2 3 1  8 , 0 1 6  2 3 , 1 8 7  4 , 1 3 8  9 5 , 6 3 6  

増減率（％）  2 . 0 1  1 6 . 0 2  0 . 7 8  ▲  9 . 0 1  4 0 . 3 7  3 . 6 5  

世帯  6 , 4 0 7  5 , 2 6 8  1 , 4 9 3  5 , 0 0 0  6 7 2  1 8 , 8 4 0  

増減率（％）  0 . 4 9  1 7 . 3 8  2 . 4 7  ▲  7 . 3 4  2 9 . 2 3  3 . 3 1  

昭和 2 2 年

( 1 9 4 7 )  

人口  4 3 , 9 7 6  3 0 , 1 5 4  9 , 7 7 6  1 9 , 1 0 7  3 , 2 8 1  1 0 6 , 2 9 4  

増減率（％）  3 3 . 0 0  1 0 . 7 3  2 1 . 9 6  ▲  1 7 . 6 0  ▲  2 0 . 7 1  1 1 . 1 4  

世帯  8 , 4 1 2  6 , 4 3 7  1 , 9 9 2  4 , 2 2 9  6 0 2  2 1 , 6 7 2  

増減率（％）  3 1 . 2 9  2 2 . 1 9  3 3 . 4 2  ▲  1 5 . 4 2  ▲  1 0 . 4 2  1 5 . 0 3  

昭和 2 5 年

( 1 9 5 0 )  

人口  4 2 , 6 4 4  3 1 , 6 8 7  1 1 , 0 0 3  1 8 , 9 9 4  3 , 3 4 6  1 0 7 , 6 7 4  

増減率（％）  ▲  3 . 0 3  5 . 0 8  1 2 . 5 5  ▲  0 . 5 9  1 . 9 8  1 . 3 0  

世帯  8 , 3 4 7  6 , 5 3 5  2 , 0 9 9  4 , 1 5 1  5 8 3  2 1 , 7 1 5  

増減率（％）  ▲  0 . 7 7  1 . 5 2  5 . 3 7  ▲  1 . 8 4  ▲  3 . 1 6  0 . 2 0  

昭和 3 0 年

( 1 9 5 5 )  

人口  4 3 , 1 7 1  3 3 , 4 9 0  1 3 , 7 0 2  1 8 , 5 1 0  4 , 0 6 7  1 1 2 , 9 4 0  

増減率（％）  1 . 2 4  5 . 6 9  2 4 . 5 3  ▲  2 . 5 5  2 1 . 5 5  4 . 8 9  

世帯  7 , 9 5 2  6 , 9 2 4  2 , 5 9 3  4 , 0 2 9  7 6 4  2 2 , 2 6 2  

増減率（％）  ▲  4 . 7 3  5 . 9 5  2 3 . 5 4  ▲  2 . 9 4  3 1 . 0 5  2 . 5 2  

昭和 3 5 年

( 1 9 6 0 )  

人口  4 2 , 4 7 6  3 3 , 3 4 8  1 3 , 2 8 5  1 6 , 6 0 8  4 , 7 5 1  1 1 0 , 4 6 8  

増減率（％）  ▲  1 . 6 1  ▲  0 . 4 2  ▲  3 . 0 4  ▲  1 0 . 2 8  1 6 . 8 2  ▲  2 . 1 9  

世帯  8 , 4 9 6  7 , 4 8 1  2 , 8 2 1  3 , 9 5 2  9 4 6  2 3 , 6 9 6  

増減率（％）  6 . 8 4  8 . 0 4  8 . 7 9  ▲  1 . 9 1  2 3 . 8 2  6 . 4 4  

昭和 4 0 年

( 1 9 6 5 )  

人口  4 2 , 7 5 1  3 2 , 0 3 1  1 3 , 7 7 8  1 4 , 4 7 0  3 , 8 8 6  1 0 6 , 9 1 6  

増減率（％）  0 . 6 5  ▲  3 . 9 5  3 . 7 1  ▲  1 2 . 8 7  ▲  1 8 . 2 1  ▲  3 . 2 2  

世帯  9 , 3 8 3  7 , 7 8 2  3 , 3 7 4  3 , 7 1 0  8 4 8  2 5 , 0 9 7  

増減率（％）  1 0 . 4 4  4 . 0 2  1 9 . 6 0  ▲  6 . 1 2  ▲  1 0 . 3 6  5 . 9 1  

昭和 4 5 年

( 1 9 7 0 )  

人口  4 3 , 2 0 1  2 8 , 5 0 2  1 3 , 3 6 8  1 1 , 2 0 2  3 , 1 4 2  9 9 , 4 1 5  

増減率（％）  1 . 0 5  ▲  1 1 . 0 2  ▲  2 . 9 8  ▲  2 2 . 5 8  ▲  1 9 . 1 5  ▲  7 . 0 2  

世帯  1 0 , 1 9 8  7 , 5 0 4  3 , 7 3 2  3 , 2 7 2  8 0 7  2 5 , 5 1 3  

増減率（％）  8 . 6 9  ▲  3 . 5 7  1 0 . 6 1  ▲  1 1 . 8 1  ▲  4 . 8 3  1 . 6 6  

昭和 5 0 年

( 1 9 7 5 )  

人口  4 6 , 7 6 0  2 6 , 2 7 9  1 3 , 5 7 4  6 , 9 4 8  2 , 8 4 3  9 6 , 4 0 4  

増減率（％）  8 . 2 4  ▲  7 . 8 0  1 . 5 4  ▲  3 7 . 9 8  ▲  9 . 5 2  ▲  3 . 0 3  

世帯  1 1 , 6 6 1  7 , 2 8 9  3 , 8 8 8  2 , 3 3 6  8 0 1  2 5 , 9 7 5  

増減率（％）  1 4 . 3 5  ▲  2 . 8 7  4 . 1 8  ▲  2 8 . 6 1  ▲  0 . 7 4  1 . 8 1  

昭和 5 5 年

( 1 9 8 0 )  

人口  5 0 , 4 2 3  2 3 , 8 8 5  1 3 , 9 7 7  6 , 0 0 7  3 , 2 2 3  9 7 , 5 1 5  

増減率（％）  7 . 8 3  ▲  9 . 1 1  2 . 9 7  ▲  1 3 . 5 4  1 3 . 3 7  1 . 1 5  

世帯  1 3 , 1 8 5  7 , 3 2 2  5 , 0 0 8  2 , 1 8 4  1 , 2 5 7  2 8 , 9 5 6  

増減率（％）  1 3 . 0 7  0 . 4 5  2 8 . 8 1  ▲  6 . 5 1  5 6 . 9 3  1 1 . 4 8  

昭和 6 0 年

( 1 9 8 5 )  

人口  5 3 , 1 1 3  2 1 , 7 0 5  1 3 , 2 5 6  5 , 5 5 6  3 , 0 0 4  9 6 , 6 3 4  

増減率（％）  5 . 3 3  ▲  9 . 1 3  ▲  5 . 1 6  ▲  7 . 5 1  ▲  6 . 7 9  ▲  0 . 9 0  

世帯  1 4 , 2 4 3  6 , 8 6 5  4 , 6 7 5  2 , 0 9 5  1 , 1 2 1  2 8 , 9 9 9  

増減率（％）  8 . 0 2  ▲  6 . 2 4  ▲  6 . 6 5  ▲  4 . 0 8  ▲  1 0 . 8 2  0 . 1 5  

平成 2 年  

( 1 9 9 0 )  

人口  5 6 , 0 0 8  2 0 , 1 2 8  1 3 , 0 5 1  4 , 9 3 4  2 , 7 3 8  9 6 , 8 5 9  

増減率（％）  5 . 4 5  ▲  7 . 2 7  ▲  1 . 5 5  ▲  1 1 . 2 0  ▲  8 . 8 5  0 . 2 3  

世帯  1 5 , 6 7 3  6 , 5 8 5  5 , 0 2 1  1 , 9 2 1  9 8 6  3 0 , 1 8 6  

増減率（％）  1 0 . 0 4  ▲  4 . 0 8  7 . 5 6  ▲  8 . 3 1  ▲  1 2 . 0 4  4 . 0 9  

平成 7 年  

( 1 9 9 5 )  

人口  6 0 , 8 1 1  1 8 , 8 7 4  1 3 , 3 0 0  4 , 3 8 0  2 , 6 2 3  9 9 , 9 8 8  

増減率（％）  8 . 5 8  ▲  6 . 2 3  1 . 9 1  ▲  1 1 . 2 3  ▲  4 . 2 0  3 . 2 3  

世帯  1 8 , 1 4 3  6 , 5 8 4  5 , 6 2 9  1 , 8 3 8  9 8 3  3 3 , 1 7 7  

増減率（％）  1 5 . 7 6  ▲  0 . 0 2  1 2 . 1 1  ▲  4 . 3 2  ▲  0 . 3 0  9 . 9 1  

平成 1 2 年

( 2 0 0 0 )  

人口  6 2 , 4 7 6  1 7 , 4 2 8  1 2 , 0 3 1  3 , 7 9 7  2 , 4 1 1  9 8 , 1 4 3  

増減率（％）  2 . 7 4  ▲  7 . 6 6  ▲  9 . 5 4  ▲  1 3 . 3 1  ▲  8 . 0 8  ▲  1 . 8 5  

世帯  1 9 , 5 2 2  6 , 3 6 3  5 , 1 9 8  1 , 6 5 9  9 4 2  3 3 , 6 8 4  

増減率（％）  7 . 6 0  ▲  3 . 3 6  ▲  7 . 6 6  ▲  9 . 7 4  ▲  4 . 1 7  1 . 5 3  

平成 1 7 年

( 2 0 0 5 )  

人口  6 2 , 0 4 7  1 6 , 3 7 9  1 0 , 6 8 4  3 , 2 4 8  1 , 9 3 3  9 4 , 2 9 1  

増減率（％）  ▲  0 . 6 9  ▲  6 . 0 2  ▲  1 1 . 2 0  ▲  1 4 . 4 6  ▲  1 9 . 8 3  ▲  3 . 9 2  

世帯  2 0 , 6 1 2  6 , 2 3 3  4 , 6 6 8  1 , 4 6 6  8 1 1  3 3 , 7 9 0  

増減率（％）  5 . 5 8  ▲  2 . 0 4  ▲  1 0 . 2 0  ▲  1 1 . 6 3  ▲  1 3 . 9 1  0 . 3 1  

平成 2 2 年

( 2 0 1 0 )  

人口  6 0 , 8 3 1   1 4 , 8 1 0   9 , 9 3 6   2 , 7 6 3   1 , 7 2 6   9 0 , 0 6 6  

増減率（％）  ▲  1 . 9 6  ▲  9 . 5 8  ▲  7 . 0 0  ▲  1 4 . 9 3  ▲  1 0 . 7 1  ▲  4 . 4 8  

世帯  2 1 , 1 4 7   5 , 9 8 6   4 , 6 5 8   1 , 2 7 2   8 6 3   3 3 , 9 2 6  

増減率（％）  2 . 6 0  ▲  3 . 9 6  ▲  0 . 2 1  ▲  1 3 . 2 3  6 . 4 1  0 . 4 0  

平成 2 7 年

( 2 0 1 5 )  

人口  5 8 , 2 9 5   1 3 , 0 1 6   8 , 6 3 2   2 , 1 7 8   1 , 2 6 5   8 3 , 3 8 6  

増減率（％）  ▲  4 . 1 7  ▲  1 2 . 1 1  ▲  1 3 . 1 2  ▲  2 1 . 1 7  ▲  2 6 . 7 1  ▲  7 . 4 2  

世帯  2 1 , 3 4 8   5 , 4 7 5   4 , 1 2 1   1 , 0 6 3   6 5 1   3 2 , 6 5 8  

増減率（％）  0 . 9 5  ▲  8 . 5 4  ▲  1 1 . 5 3  ▲  1 6 . 4 3  ▲  2 4 . 5 7  ▲  3 . 7 4  

令和 2 年  

( 2 0 2 0 )  

人口  5 5 , 5 7 9   1 1 , 4 8 3   7 , 8 1 9   1 , 7 3 9   1 , 0 4 1   7 7 , 6 6 1  

増減率（％）  ▲  4 . 6 6  ▲  1 1 . 7 8  ▲  9 . 4 2  ▲  2 0 . 1 6  ▲  1 7 . 7 1  ▲  6 . 8 7  

世帯  2 1 , 8 0 8   5 , 1 2 5   3 , 9 3 1   8 8 2   5 6 2   3 2 , 3 0 8  

増減率（％）  2 . 1 5  ▲  6 . 3 9  ▲  4 . 6 1  ▲  1 7 . 0 3  ▲  1 3 . 6 7  ▲  1 . 0 7  

出典：国勢調査(R2) 
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地域別人口の推移（単位：人） 

 

 

地域別世帯数の推移（単位：世帯） 
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【 全地域において、人数は減少傾向 】 
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３ 年齢 3 階層別人口および地域別高齢化率の推移 

国勢調査の結果では、当市の人口減少が進行する中、６５歳以上の割合が増

え、令和２年度では３６％となっています。これを地域別で見ますと、今市地

域の３２．７％に比べ、栗山地域が４９．８％、足尾地域が５７．５％とな

り、山間地域で高齢化が特に進んでいる状況になっています。 

 

日光市の年齢 3 階層別人口の推移 

 

 

日光市各地域の高齢化率の推移 
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【 山間地域を中心に高齢化が進行 】 
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４ 住宅・土地統計調査による空き家の状況 

国では、５年ごとに「住宅・土地統計調査」を実施しています。この調査結

果において、平成３０(2018)年の当市の空き家数は９，８３０戸で、空き家

率が２３．１％となっています。これは、栃木県の空き家率１７．３％より高

く、平成２５(2013)年の当市の空き家率から４．２ポイント増えており、増

加傾向であることがわかります。 

 

住宅総数・空き家数・空き家率の推移  

区

分 

平成 20(2008)年 平成 25(2013)年 平成 30(2018)年 

住宅総数 空き家数 
空き

家率 
住宅総数 空き家数 

空き

家率 
住宅総数 空き家数 

空き

家率 

(戸) (戸) (%) (戸) (戸) (%) (戸) (戸) (%) 

全

国 
57,586,000 7,567,900 13.1 60,631,000 8,196,400 13.5 62,407,400 8,488,600 13.6 

栃

木

県 

839,900 126,300 15.0 879,100 143,400 16.3 926,700 160,700 17.3 

日

光

市 

40,550 8,120 20.0 39,280 7,420 18.9 42,610 9,830 23.1 

 

 

※住宅・土地統計調査とは、国が住宅とそこに居住する世帯状況、世帯の保有する土地

等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。調査方法は、抽出調査

であり、結果は推計値となっています。 

※住宅・土地統計調査における空き家数は、アパート等は部屋ごとに空き家数を計上す

るなど、空家法における「空き家」の定義とは異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 空き家は増加傾向 】 

出典：「住宅・土地統計調査結果表」（総務省統計局）（H30） 
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５ 空家等の現状 

当市では、市内の空き家の状況把握及びデータベース化を目的として、平成 

２８年度に空家等実態調査を実施しました。その後、市民からの情報提供や相

談等で入手した空家等の情報について、実態調査の区分にあわせた現地調査を

実施し、データベースの更新を行っています。 

 

調査結果（令和４年３月末時点） 

【評価区分】 

A：賃貸物件、売り物件、テナント募集のもの（管理物件）。 

B：空家等ではあるが、周辺環境を害するものではない。 

C：外壁や屋根、窓等に腐朽破損があるが影響範囲が建物敷地内までのもの。 

D：外壁や屋根、窓等に腐朽破損があり，影響範囲が建物敷地外に及ぶ恐れが 

あるもの。 

※空家等の数については、自治会の情報提供をベースとして建物の管理状況等を詳細に

調査したものです。国が実施した住宅・土地統計調査とは空き家の定義や調査方法が異

なるため、数値に差異が生じた結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

地域名 A B C D 計 

今市地域 14 469 125 13 611 

日光地域 14 391 208 11 624 

藤原地域 6 221 77 7 311 

足尾地域 0 213 50 14 277 

栗山地域 0 53 13 1 67 

合計 34 1,337 473 46 1,890 
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日光市における空家等に関する相談内容の内訳 

 平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 
合計 

草木等の繁茂 7 11 15 7 18 18 76 

建物・工作物の破損 8 7 12 15 15 14 71 

ハチの巣 8 4 3 3 4 5 27 

ごみの放置 2 - - - - 1 3 

その他の相談 6 3 2 3 1 3 18 

合計 31 25 32 28 38 41 195 

 

 

 

 

 

 

６ これまでの取り組み状況 

当市では、平成３０年３月に策定した「日光市空家等対策計画」に基づ

き、空き家の適正管理を図るため、所有者に対する情報提供や指導、空き家

バンクを活用した空き家の利活用の支援などの取組みを実施しています。 

 

日光市の空き家対策に対する取組み状況（平成 28 年度～令和 3 年度） 

 平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 
計 

適正管理の情報提供 

（通知件数） 
28 19 30 28 

38 

(再 12) 

41 

(再 18) 
184 

空き家バンク利活用 

件数 
6 9 15 9 10 4 63 

特定空家等除却補助 1 1 0 2 0 1 5 

また、空き家が増加傾向にある現状に対し、当市の除却や利活用に係る取

り組み件数が伸び悩んでいることから、令和４年度組織機構改革において、

空き家の相談や除却、空き家の利活用当に係る事務を集約した組織（係）を

新設し、対策の強化を図っています。 

【 日光市の空家等の総数は １，８９０件を把握 】 
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７ 空家等における課題 

(1) 空家等の状況把握 

  ・市内全域で空家等が発生していますが、現地確認以外で正確に空家等の

確認をすることが困難であり、建物の劣化や除却といった状況変化に対

しては、自治会や地域住民との連携が不可欠です。（状況把握） 

・長期間空き家となり、所有者が死亡して相続登記がなされていない場合

や家屋が未登記などの場合、所有者の特定や連絡先の把握に時間を要し

ます。（相続・所有権） 

・少子高齢化や核家族化の影響から、空家等の発生件数が増加傾向となっ

ているため、実態調査に係る事務量が増加しています。（事務量の増

加） 

(2) 空家等の適正管理 

・空家等の所有者が市外に転出している場合、空家等が適正に管理されて

いない状況がみられるため、所有者等に対する意識啓発が必要です。

（意識啓発） 

・所有者等が高齢である場合や市外に住む場合、定期的に空家等の管理を

することが難しく、管理にかかる費用負担も大きくなります。（管理に

対する負担） 

・所有者探索においては、近隣住民による情報提供が不可欠ですが、過疎

化が進む一部の地域では市が空家等の所有者に関する情報を入手しずら

くなっています。（地域コミュニティの希薄化） 

(3) 空家等の利活用 

・空家等の売却や賃貸など、空家等の流通について、所有者が市外に居住

している場合、市内不動産業者に関する情報や相談先の情報が不足して

います。（情報不足） 

・空家等を利活用するにあたり、利用者のニーズに応じたリフォームが必

要な場合、購入者等に費用負担が生じます。（費用負担） 
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(4) 空家等の除却 

・空家等を解体する際には多額の費用が必要となりますが、所有者が高齢

者や低所得者の場合、費用の捻出が困難となり、解体が進まないことが

あります。（費用負担） 

・特定空家等に対する行政代執行については、所有者の状況等によっては

その費用の回収が見込めない可能性があり、実質的に自治体が費用を負

担することが想定されるため、より慎重に検討することが求められま

す。（費用負担） 

・空家等に関わりの薄かった相続人や親族は、解体するための費用を捻出

することに抵抗を感じる傾向があります。（費用負担） 

・解体後の跡地について、立地条件によっては売却が困難または低価格に

なる可能性があります。また、固定資産税等の住宅用地特例措置がなく

なり、税額が上がることに不安を感じる傾向があります。（流通/税

制） 

 

＊固定資産税等の住宅用地特例措置 

専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物が建っている土地の 

固定資産税等の額が最大で1/6に軽減される制度です。 

 

(5) 空家等の相談体制 

・空家等の相談内容は、利活用、管理、除却など幅広いため、自治会や関

係機関と連携した相談体制が必要とされます。（体制） 

 

 

 

 

 

 

 

【 課題は、状況把握から適正管理、利活用、除却まで幅広い 】 



- 15 - 

第３章 空家等対策に係る基本方針 

１ 目的 

 市民一人ひとりが安全で安心に暮らすことができる生活環境を確保するとと

もに、まちづくりや地域コミュニティの維持・活性化に寄与するため、空家等

の発生抑制と適正管理の推進や利活用の促進等を行うことにより、空家等の対

策に取り組みます。 

２ 基本方針 

 空家等は、法第３条において、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」

と規定され、所有者が適正に管理することが責務とされています。そのため、

空家等に起因する被害が生じた場合、当事者同士で解決を図るのが原則です。 

 しかし、空家等の所有者に適正管理の必要性が認識されず、特に市外に転居

した所有者の中には、空家等の適正管理の費用が掛かることから、放置されて

いる状況も見受けられます。 

 今後、人口減少により空き家数の増加が懸念されることを踏まえ、空家等の

発生抑制や適正管理、管理不十分な状態の解決、利活用など、建物の状態や所

有者の状況にあわせた対策を講じるものとします。 

（１）空家等の発生抑制と適正管理の推進 

空家等の発生を抑制するために、自治会や関係機関と連携して情報を共有

し、状況の把握に努めます。 

建物所有者等に対しては、空家等における責務と適正管理ついて、意識啓

発を行うとともに、必要に応じて、指導・助言等に取り組みます。 

（２）空家等の利活用の促進 

空家等を地域資源として捉え、利活用を促進することにより、地域の活性

化や移住定住促進を図ります。 

（３）管理不十分な空家等の解消に向けた取組の推進 

管理が不十分で周辺環境に悪影響を与えるおそれがある空家等について、 

所有者に対応を促すほか、解消に向け必要な対策に取り組みます。 
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人口減少等により、空き家数が今後も発生 

管理不十分な空き家の増加を懸念 

日光市の課題 

空家等の発生抑制と適正管理 

基本方針(1) 

空家等の利活用 

基本方針(2) 

管理不十分な空家等の解消に向けた取組 

基本方針(3) 

空き家になる前 

空き家の発生 

管理不十分な

空き家 

早期から対策し、管理不十分な空き家の増加を抑制 
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第４章 空家等対策の方向性  

空き家の発生により周辺環境に悪影響を及ぼす要因には、所有者の意識の問

題や生活状況、経済状況、また建物自体の立地や劣化状況など、多様な問題が

関係しており、ひとつの対策では充分な対応ができません。 

このため、空家等の発生抑制から、空家等の適正管理の推進、空家等の利活

用による、移住促進・地域コミュニティの維持等、各段階や実態に応じた対策

が必要です。そのため、空家等の問題について、自治会や関係機関との連携を

図りながら、総合的に空家等の対策に取り組みます。 

 

１ 空家等の発生抑制と適正管理の推進 

建物の所有者等は、空き家となり利用しなくなった場合でも、適正に管理す

ることが責務とされています。また、空き家を放置すると老朽化にともなって

管理費や除却費が増え、長期間未相続の場合は、相続の手続きも難しくなるこ

となどを所有者に意識してもらうことが重要です。このため、空き家になる前

から、建物所有者に対する意識啓発や、空家等に対する適正管理を促す取り組

みを進めます。 

(1) 建物所有者および地域住民への意識啓発 

・固定資産税納税通知書の送付時にチラシを送付 

・広報にっこう、市ホームページ等による周知 

・空家等に関する各情報を記載したチラシを、市民課の窓口手続時に配布 

・自治会等と連携し、実態調査等にあわせた地域住民への周知 

(2) 空家等の適正管理についての情報提供 

・空家等の所有者に対して、現在の状態等の情報提供 

・草刈り等の簡易な管理について、市と協定を結ぶシルバー人材センター 

の紹介 

・建物の管理や売買、除却、相続手続き等についての関係事業者等の紹介 
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２ 空家等の利活用の促進 

 空家等を市場に流通させ、売買や賃貸で利活用されることによって、移住定

住促進や地域コミュニティの維持など、地域の活性化が期待できます。市で

は、空家等を有効な地域資源として捉え、所有者等へ利活用に関する情報を提

供するほか、空き家バンク等の活用による流通の促進など、空家等の利活用に

向けた効果的な取り組みを行います。また、空家等を除却した跡地について

は、所有者等の意向も踏まえて関係機関と連携し、利活用の可能性などを検討

します。 

(1) 空家等の利活用（空き家バンクによる空家等の流通） 

・空き家バンクによる所有者と利用希望者のマッチング支援 

・空き家バンク等の情報提供（市ホームページや広報、チラシ配布、民

間の不動産紹介サイトとの連携等） 

 

＊空き家情報登録制度「日光市空き家バンク」 

市内に所在する空家等（住宅や店舗等）の所有者と空家等の利活用 

希望者をマッチングできる体制を構築し、空家等の有効活用の促進 

を図る制度です。 
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(2) 空家等の利活用に対する補助制度 

・空家等の利活用により、移住定住の促進及び子育て世帯等の住まい確保

を支援するために、国等の補助事業を活用し、空き家バンク登録物件に

対するリフォーム費用の一部を補助する。 

・「商店リフレッシュ事業費補助金」の活用 

・「空き店舗対策家賃補助事業費補助金」の活用 

 

 

＊空き家バンクリフォーム補助金 

    市外から移住される方又は子育て世帯及び若者夫婦世帯が空き家バンク 

に登録された物件を購入し、住宅のリフォームを行う際に要する費用の 

一部を補助する制度です。 

 

＊商店リフレッシュ事業費補助金 

市内の商工業の活性化を目的として、当市において商業を営む方又は 

空き店舗等を利用して営業を開始しようとしている方が市内業者を利用 

して店舗の改修等を行う事業に要する費用の一部を補助する制度です。 

 

＊空き店舗等対策家賃補助事業費補助金 

市内にある商店街の空洞化の抑制と地域の活性化を目的に、空き店舗等を 

賃借して事業を開始しようとする方に対し、家賃に要する経費の一部を 

補助する制度です。 

 

 

○達成目標 

 「第２次日光市総合計画後期基本計画」において、空き家対策に係る成果指標を定め

ていることから、それを基に当計画の達成目標を設定します。 

 令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

 

空き家バンク利活用件数 

 

14 16 18 19 20 
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３ 管理不十分な空家等の解消に向けた取組の推進 

長期間放置されている空家等の多くは、老朽化による劣化や雑草の繁茂によ

る景観の悪化など、地域の生活環境に悪影響を与えています。そのため、空家

等の現状を所有者等に示し適正管理を促すほか、適正管理に関する情報の提供

や各種支援策を実施し、自発的な対応を促します。また、管理不十分な空家等

のうち、特定空家等と判断した空き家については、法第１４条に基づき対策を

推進します。 

(1) 現地調査等の実施 

・住民からの相談・通報等による、現地調査の実施 

・空き家情報管理システムによる空家等の状態の把握・分析 

・空き家数の動向を踏まえ、状況に応じて市内全域の実態を把握 

(2) 所有者等の確認および情報提供・助言 

・近隣住民や関係者等からの所有者等に関する情報収集 

・固定資産課税台帳・不動産登記簿情報等による事実確認 

・住民票情報や戸籍謄本等による所有者の特定・相続人の確認 

・所有者等に対する現況・苦情内容等の情報提供、各種制度の紹介等 

(3) 応急措置 

・そのまま放置すると人の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれがあ 

る空家等について、所有者等が速やかに危険回避のための措置が取れな 

い場合は、条例に基づき必要な最低限度の応急措置を実施 

(4) 特定空家等の審査・認定 

・複数の職員で建物の状態や、周辺への影響・危険の切迫性等を現地調査 

・認定基準に基づいた審査・判断 

・日光市空家等適正管理審議会での認定基準等の調査・審議 

(5) 特定空家等への対応 

・検討した措置の内容を講じるよう助言・指導 

・助言・指導により改善が見られない場合、相当な猶予期間を定めて勧告 

・勧告により改善が見られない場合で、特に必要と認めた場合は、相当な 
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猶予期間を定めて措置を講じるよう命令 

・命令の措置が履行されないときや不十分な場合等に、命令の措置を所有 

   者等に代わり行う（行政代執行） 

   ※行政代執行については、費用面や公平性の観点から慎重に検討する。 

 (6) 空き家の除却に対する補助制度 

・国等の補助事業を活用した「（仮称）空家等除却費補助金」 

 

※（仮称）空家等除却費補助金 

    特定空家等や不良住宅に認定された建物等を除却（解体撤去）する 

際に要する費用の一部を補助する制度です。 

 

 

【特定空家等とは】（空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著し 

 く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより 

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す 

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

【不良住宅とは】（住宅地区改良法第２条第４号） 

主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が 

著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 
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４ その他の取り組むべき事項 

(1) 空家等を除却した跡地の固定資産税等の対応 

管理不十分な空家等が除却されることは、問題を解決する有効な手段の一 

 つですが、住宅だった建物が除却され更地になると、土地の固定資産税の住 

 宅用地特例措置がなくなり税額が上がることから、除却の弊害になることが 

予想されます。そのため、先進他市の取組状況を情報収集し、効果や公平性 

を検証したうえで対応策を検討します。 

(2) 大規模な建物への対応 

当市は古くから観光地として栄えており、旅館やホテルなど観光施設が 

点在しています。しかし、それらの中には、大規模な建物が空き家となり老 

朽化が進むことで、安全性や景観に問題を生じているものがあります。その 

ため、関係法令に基づき、管理不十分な建物の所有者等に対して適正管理を 

促し、所有者が不明な建物については、関係事業者や地域住民と連携して所 

有者探索に取り組みます。また、建物の劣化状況の詳細な調査や応急措置な 

ど、現状に応じた対策を実施するほか、問題解決に向け国や栃木県、関係団 

体等と連携を図ります。 

 (3) 立地適正化計画との整合性を図った空家等対策の検討 

  当市の立地適正化計画では、まちづくりの基本方針として、「暮らしやす 

いコンパクトなまち」、「ネットワークによる便利なまち」、「住みよい環境が 

整ったまち」を掲げ、都市機能・居住の誘導を図ることとしています。こう 

した状況なども踏まえた空家等の対策についても検討します。 

 (4) 国の支援の有効活用 

国の「空き家対策総合支援事業」では、空家等対策計画の策定に係る空家 

 等の実態調査や空家等所有者の特定など、各種補助メニューがあります。空 

家等の問題について、今後様々なケースが想定されることから、国の支援を 

有効活用し、幅広い対策が実施できるよう検討します。 
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第５章 空家等対策の実施体制  

１ 市民からの空家等に関する相談窓口の体制 

空家等に関する相談は、自治会や市民からの通報や相談、所有者等からの維

持管理や利活用に関する相談、空家等を利用したい移住者からの問合せなど、

多様です。 

空家等の現場状況については、原則として空家等対策主管課の建築住宅課が

公道から確認するなど情報を収集し、所有者等に必要な情報提供や助言等を行

い、問題解決に努めます。 

  

２ 庁内の連携部署等 

空家等の問題は、防犯、防災、生活環境、景観など多岐の分野に渡っている

ことから、空家等対策主管課である建築住宅課が統括しながら庁内関係部署と

連携し、全庁的に空家等対策に取り組みます。  

【建設部局（建築住宅課）】 

・空家等に関する相談対応 

・空家等のデータベース化（日光市空き家情報管理システム） 

・空家等の適正管理の促進 

・空き家情報登録制度（日光市空き家バンク） 

・建築基準法による措置等 

・空家等対策における関係課との連絡調整 

【財務部局】 

・市が空家等の所有者等を調査する際の固定資産税情報の提供 

・特定空家等に係る固定資産税等の住宅用地の特例対象からの除外 

【市民環境部局】 

・防犯、生活環境、景観に関する相談対応 

・ごみの不法投棄対策の推進 

【観光経済部局】 

・空き店舗等改修費補助（商店リフレッシュ事業） 

・空き店舗等対策家賃補助事業費補助 
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【地域振興部局】 

・移住定住の促進 

・地域の情報収集 

・自治会等との連携 

【消防本部】 

・消防法に基づく火災予防上の措置等 

・火災予防条例に基づく空き地及び空家等への措置 

 

３ 日光市空家等適正管理審議会による調査審議 

 条例に基づく諮問機関として、弁護士、建築士等の専門家や自治会連合会推

薦者等で構成される「日光市空家等適正管理審議会」を設置しております。こ

の審議会において、空家等対策計画の策定、特定空家等の認定基準等の調査審

議を行うなど、連携を図りながら空家等対策を進めていきます。 

 

４ 地域・関係機関との連携 

 空家等の状況把握や所有者等の所在の情報、空き家問題を未然に防ぐための

意識啓発については、地域に密着した事項であるため、自治会や地域住民に協

力いただくことが重要です。また、空家等における諸問題は、所有物件の維持

管理、相続、売買取引、所有権の移転手続き、修繕・解体工事等多岐に渡り、

専門家による知見等も必要になります。このため、自治会や地域住民、シルバ

ー人材センター、不動産業者、建築等の関連事業者などとの関係性を構築する

よう検討します。 
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相談     助言・指導、各種支援 

 

 

 

庁内連携 

 

 

 

               相談   助言、協力 （諮問答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等の所有者 

日光市相談受付窓口：建築住宅課 

・空き家に関する調査、データ収集 

・空き家バンク、計画策定、補助金 

日光市における空家等対策の実施体制図 

・財務部局 

・市民環境部局 

・観光経済部局 

・地域振興部局 

・消防本部 

相続関係や民法に関する相談 
弁護士 

司法書士 

自治会 

地域住民 
情報提供、実態調査の協力 

宅建業者 

建築士 
空き家バンク（売買・賃貸） 

地域・関係機関 

庁内 

滅失に係る登記等 土地家屋調査士 

日光市空家等 

適正管理審議会 
計画策定、各基準の検討 


